
一人平均月間現金給与額の推移（事業所規模３０人以上）（表2-3-2-1）
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資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査」

324,604

282,01319年 299,782 77,949

379,497 300,694 78,80320年 350,910 279,355 71,555

　　　Ⅱ　労働条件

　　　１　賃金

(１)賃金水準 　平成20年における常用労働者の1人平均月間現金

給与総額は、調査産業計で350,910円で、前年に

比べ0.1％の増加となっている。

　内訳をみると、「きまって支給する給与」は

279,355円（前年比2,658円減）、「特別に支払

われた給与」は71,555円（前年比3,021円増）と

なっている。

　平成20年の全国の1人平均月間現金給与総額は

379,497円で、全国を100とした時の徳島県は92

となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　（表2-3-2-1）
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男女別の賃金（平成19年）（表2-3-2-2）

資料：徳島労働局「徳島県の賃金統計」

調査産業計
事業所規模30人以上

特別に支払われた給与 68,534 90,302 41,345

240,832

きまって支給する給与 282,013 348,083

現金給与総額 350,547 438,385

（単位：円）

計 男　子 女　子

199,487

注）鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、不動産業は集計事業所数が僅少のため、
　　産業別常用労働者1人平均月間現金給与額は非公表。

　 　産業別にみると、教育・学習支援業の542,184
円が最も高く、以下、情報通信業476,560円、製
造業406,413円などとなっている。
　一方、飲食店・宿泊業の162,331円が最も低
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　（図2-3-2-1）

(２)産業別賃金

(３)男女別賃金 　平成19年の常用労働者1人平均月間現金給与総額

を男女別にみると、男子438,385円、女子

240,832円となっており、その差は197,553円

で、女子の賃金は男子の54.9％となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　（表2-3-2-2）

本県の産業別常用労働者１人平均月間現金給与額
（事業所規模30人以上）（平成20年）（図2-3-2-1）
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資料：県統計調査課
　　　「毎月勤労統計調査地方調査結果確報」
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労働者1人平均労働時間の推移（事業所規模30人以上）（表2-3-2-3）
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資料：県統計調査課「毎月勤労統計調査地方調査」
　　　　厚生労働省「毎月勤労統計調査」

注）総実労働時間、所定内労働時間は、月間平均値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入
　　したものである。

　　　２　労働時間

(１)労働時間数 　平成20年の常用労働者の1人平均年間総実労働時

間は、調査産業計で1,892時間であり、前年より2時

間減少している。

　内訳をみると、所定内労働時間は1,762時間（前年

と同数）、所定外労働時間は130時間（前年比2時間

減）となっている。

　全国の1人平均年間総実労働時間は1,836時間で、

徳島県は全国に比べ56時間長い。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （表2-3-2-3）
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注）総実労働時間、所定内労働時間は、月間平均値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入
　　したものである。所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働
　　時間の年換算値を引いて算出している。

注）鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、不動産業は集計事業所数が僅少のため、
　　産業別労働者1人平均労働時間は非公表。

全国の産業別常用労働者1人平均労働時間
（事業所規模30人以上）（平成20年）（図2-3-2-3）
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(２)産業別労働時間 　本県における労働時間を産業別にみると、運輸業

の2,256時間が最も長く、以下、製造業2,035時

間、情報通信業1,976時間などとなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　 （図2-3-2-２）

　一方、全国の状況をみると、運輸業の2,114時間

が最も長く、以下、鉱業2,098時間、建設業2,059

時間などとなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　 （図2-3-2-3）

資料：県統計調査課「毎月勤労統計調査地方調査」
　　　　厚生労働省「毎月勤労統計調査」

本県の産業別常用労働者１人平均労働時間
（事業所規模30人以上）（平成20年）（図2-3-2-2）
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